
 

 

とで NOx 浄化性能が向上するため、吸着を前提とし

た制御が行われる。しかし、触媒上の吸着許容量は、

温度が上昇すると減少するため、短時間で触媒温度が

上昇した場合、吸着していたアンモニアがスリップす

るケースが起こる。そのアンモニアが後段酸化触媒で

酸化されて一部が N2O となって排出される。このよ

うな触媒温度変化に着目して、新長期規制車とポスト

新長期規制車について比較を行うこととした。 
図 6 は、車両 A と過去に試験を行った同等諸元の

尿素 SCR 車における JE05 モードでの排気管出口温

度を比較したものである。車両 A では、始動直後に約

200℃まで上昇した後は、±20℃の範囲の限られた変

化に止まる。新長期規制車と比較した場合、とくに

1500 秒前後における高速走行時にその違いが顕著に

なる。新長期規制車では、それ以前の低速走行により

触媒温度が低下した状態から高速走行に移行して

100℃以上上昇していくのに対し、車両 A ではそこに

至るまでの温度低下が少ない一方で、高速走行による

温度上昇の開始が 100 秒以上遅れた上で変化幅が大

きく減少している。このような違いが SCR 触媒から

のアンモニアスリップと、それによる N2O 生成に変

化をもたらしたとみられ、N2O 排出が低減した一つの

理由とみられる。なお、SCR 触媒温度変化が抑制さ

れた理由は、車両 A では、ポスト新長期規制に適合す

るため、熱容量の大きい DPF が SCR 触媒上流に配置

されたことによるものである。 
この尿素 SCR 車における N2O 排出傾向の変化は、

ガソリン車において昭和 53 年規制に適合するための

三元触媒の導入が N2O 排出の急増を招き、その後の

規制強化で急激に減少したことと重なる。2016 年に

さらなる規制強化が予定されているが、それに向けて

改善傾向となるのか、燃費向上技術の導入などで増加

に転じるのか、引き続き注視していく必要がある。 
 

４．ま と め 
ガソリンハイブリッド（HEV）車の増加やディー

ゼル車におけるポスト新長期規制の施行なども含め

た最新の N2O 排出動向について以下にまとめる。 
（1）HEV を主とした近年の燃費向上技術が盛り込ま

れた車両では、空燃比のずれが起こる頻度の増加が

見込まれ、N2O 排出がそれ以前のものより増加する

傾向がある。しかし GHG 排出の 0.3％前後の寄与

に止まり、影響は限定的で、米国で提唱されている

基準値を意識する必要などはないとみられる。 
（2）ポスト新長期規制適合の尿素 SCR 車では、新長

期規制のものよりも大幅に N2O 排出は抑制され、

GHG 排出の 1～6％程度の寄与率となったが、依然

として後処理装置のない車両より増加しており、引

き続き注視していく必要がある。 
（3）上記 N2O 排出抑止理由の一つとして、DPF を搭

載したことによる熱容量増加で SCR 触媒温度の変

化が小さくなったことが挙げられる。また課題とし

て、同一エンジンを異なる車両で試験した場合には

2 倍以上も異なる結果が得られたことから、評価を

行うにあたっては、車両諸元等を反映させた形が望

まれる。 
 

５．参考文献 
(1) 鈴木ほか，交通研フォーラム 2008 講演資料，
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４．新たな加速走行騒音試験法に向けた走行実態調査 
 
 

環境研究領域   ※宝渦 寛之  坂本 一朗  村上 孝行 
          環境省       藤本 孝之 
 

１．はじめに 
自動車交通騒音に係る環境基準については、近年は

改善の兆しが見えるものの、昭和 46 年の閣議決定後

の評価開始以降、平成 10 年の評価方法の変更を経た

後も、長らく達成率は概ね横ばい傾向にあった。沿道

騒音には、様々な要因が関連するものの、その一因を

担う自動車単体が発する騒音に対しては、我が国で

は、新型自動車の加速走行試験法（TRIAS30）が昭

和 46 年に導入されている。 
TRIAS30 は、導入以来、段階的に規制値の強化が

行われてきた。しかし、試験法自体は基本的に変更さ

れておらず、試験法導入当初と比べ、車両性能の向上

や道路交通環境の変化等により、騒音実態は変化して

いる。国際的にも同様の認識のもと、現行の試験法に

代わる新たな加速走行試験法の策定に向けて、国連欧

州 経 済 委 員 会 自 動 車 基 準 調 和 フ ォ ー ラ ム

（UN-ECE/WP29）にて議論が進められている。この

ような状況を受け、環境省では、現行試験法に代わる

新たな加速走行騒音試験法の検討に着手し、中央環境

審議会騒音振動部会の自動車単体騒音専門委員会に

おいて、我が国の市街地を走行中の自動車騒音を評価

でき、かつ、国際基準調和も視野に入れた新たな試験

法の検討を行っている。この中で当研究所は、環境省

の委託調査により、同委員会にて検討に資するデータ

を得るための調査を実施している。 
本稿では、国際的に二輪車の試験法について議論が

先行していることから、二輪車についての調査概要を

述べる。また、国際基準調和の観点より、WP29 にて

議論の進められている新たな二輪車の加速走行試験

法（R41 改正案(1)）の概要を紹介し、R41 改正案が国

内の実態を反映したものであるか検証を行う。 
２．加速走行騒音試験法改正の背景 

図 1 に、自動車交通騒音に係わる環境基準達成状況

の推移を示す。この図より、基準達成率については、

近年は改善の兆しが見えることがわかる。しかし、同

図には、昼夜ともに基準超過となる戸数と総評価戸数

をあわせて示してあるが、評価対象となる道路延長が

延びたため総評価戸数が増加しているものの、依然と

して多くの基準超過戸数が残されている事がわかる。

そのため、これらの状況改善に向けて、一層の努力が

必要であると考えられる。道路交通騒音の構成要因と

しては、交通量、走行速度、路面の舗装等とともに、

自動車単体の発する騒音レベルの大きさが挙げられ

る。自動車単体騒音の規制値については、我が国のみ

ならず諸外国においても、規制導入以来、徐々に引き

下げられてきたが、このような国々において、規制値

の引き下げ幅に対して、沿道騒音の改善効果が小さい

ことが指摘されている(2)。これらの国々で採用されて

いる加速走行試験法は、試験時重量やギヤ位置等に多

少の違いはあるものの、基本的には我が国における試

験法と同じであることから、我が国においても、程度

の大小はあれ同様の現象が道路交通騒音と自動車単

体騒音規制の間に起きていると考えられる。 
ここで、我が国の加速走行試験法である TRIAS30

について説明を行う。図 2 は、TRIAS30 の測定方法

の概要を示した図である。車両は、図中 B－D の測定

区間の十分手前から予め定められた速度にて定常走

行させ、車両の前端が図に示す B 点に達したときから

車両の後端が図に示す D 点に達するまで、アクセル

を全開にして加速走行させる。このとき車両が B－D
間を通過する際に記録する最大騒音レベルを測定す

る試験法が、現行の加速走行騒音試験である。 
自動車の走行性能は、導入当初と比べて飛躍的に向

上したと言え、現在では、大型車や排気量の小さな二

輪車等を除くと、通常の走行においてアクセルを全開

にして走行することはなくなった。そのため、試験状

態と市街地走行状態の車両状態が一致しない場合が

あり、WP29 での議論の中では、このような走行方法

の相違が原因で、正当に評価できない車両が存在する

ことが明らかになっている。図 3（3）は、マイク前を
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基準（0m）としマイク通過前をマイナスとして表示

した、車両先端位置と走行速度及び加速度を示した実

測結果である。ここでは、TRIAS30 と同様に、全開

加速走行騒音の評価を行う ECE の現行試験法に則

り、定常走行からアクセルを全開にしている。通常、

アクセルを全開にすると、全開の直後から、加速度は

右肩上がりに一定値まで上昇する。しかしこの結果で

は、－10m 地点でアクセルを全開にしたにもかかわ

らず、加速度が上昇し始めるのは、マイク前を 5m ほ

ど通過した辺りからである。このように、アクセル操

作に対して車両の加速が遅れる場合、車両本来の加速

走行騒音を評価することはできない。 
自動車騒音は複合的で、エンジン、吸排気系、タイ

ヤ等の音源から構成されており、それぞれの音源から

排出される騒音は運転状況に大きく依存する。また、

上記のような状況も加味すると、加速走行騒音の試験

法は、市街地で発揮している真の走行実態を評価する

ことが可能な試験法であることが望まれる。 

３．R41改正案の概要 

WP29 では、新たな二輪車の試験法について、本年

の 6 月に採択されている。この試験法では、通常の市

街地走行において発生しうる最大の加速走行騒音を

評価することをコンセプトとし、市街地を走行した際

の加速度の累積頻度分布 95%値における騒音レベル

の評価を行うこととしている。加速性能は、車両によ

って異なるため、それぞれの車両の PMR（パワーマ

スレシオ：車両の最高出力と重量の比〔kW/h〕）に応

じて、市街地走行相当の加速度（αurban）を定義して

いる。図 4 に PMR とαurbanの関係式を示す。この回

帰式は、膨大な二輪車の市街地走行調査の結果から作

成されたものである。この元となったデータには、日

本国内における調査結果も含まれるが、あくまでも

種々の車両における様々な地域での測定結果の一部

であるため、この回帰式が現在の国内の交通状況を現

したものであるか、検討の余地があると考えられる。 
R41 改正案では、αurbanでの加速走行状態における

騒音レベルの評価を行うが、テストコースにおいて、

騒音測定区間を狙った加速度で走行することは困難

であり、世界中で使われる試験法としては、簡便な方

法が望まれる。そこで、R41 改正案では、図 5 のよう

に、定常走行試験の結果と加速走行試験の結果から市

街地走行状態の騒音レベル（Lurban）を計算により求

め、Lurbanに対して規制を行う。 
R41 改正案では、図 3 に示したような、アクセル操

作に対して加速が遅れる車両への対策も講じている。

TRIAS30 や現行の R41 試験法では、車両の変速機の

仕様に応じて試験時のギヤ位置を定めているが、R41
改正案においては、全開加速走行を行った際に、PMR
に応じて設定された加速度を満足するようなギヤ位

置を選択させる方法をとっている。 

図 4 R41 改正案における市街地加速度の回帰式 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H21

H20

H19

H18

H17

H16

H15

H14
H13

H12

昼夜とも基準値以下 昼のみ基準値以下

夜のみ基準値以下 昼夜とも基準値超過

258千戸／3，292千戸

83千戸／523千戸
198千戸／1，487千戸
233千戸／1，933千戸
263千戸／2，395千戸
280千戸／2，663千戸
252千戸／2，914千戸

224千戸／3，861千戸
228千戸／4，632千戸
230千戸／5，072千戸

昼夜とも超過戸数
／総評価戸数

図 1 環境基準達成状況の推移 

距離 （m）

速
度

（
km

/h
）

加
速
度

（
m

/s
2 ）

定常走行 アクセル全開
アクセル
全閉

加速度

速度

図 3 加速走行試験時の速度および加速度変化(3) 

ABCDE

車速測定装置

出口

車両進入

中央 入口

7.5m

マイクロホン

10m 10m

12m 12m

騒音測定区間

定常走行アクセル全開アクセル全閉

図 2 現行の加速走行試験法の測定概要 

0

0.5

1

1.5

2

0 25 50 75 100 125 150

PMR (kW/t)

α
u
rb

an
：
市

街
地

相
当

加
速

度

(m
/
s2

)

PMR<50 

αurban=1.37×log10(PMR)-1.08

PMR>50 

αurban=1.28×log10(PMR)-1.19

 

 

４．市街地走行実態調査 
４．１．概要 
 我が国においても、市街地走行実態を反映した試験

法の策定を目指しているため、実際に市街地を走行

し、そのときの走行状態を調査した。また、R41 改正

案の国内導入も視野に入れ、得られた結果と R41 改

正案で示される走行実態との比較を行った。走行区間

は、国内の道路状況を代表する道路として、国土交通

省の全国道路・街路交通情勢調査を参考に、平日の混

雑時旅行速度が全国平均とほぼ同等となる主要幹線

道路であることを条件とし、国道 20 号（本宿交番前

交差点～上高井戸一丁目交差点：15.2km）と国道 16
号（八幡町交差点～岩蔵街道交差点：15.3km）を選

定した。なお、いずれの走行路も、騒音に係る環境基

準を超過する地点を沿線に含む区間となっている。調

査は、平日の昼間に時間帯を変えて複数回行なった。

走行方法としては、ドライバーに対し、一般の交通流

に乗った走行をし、過度な追い越しや急発進等は行わ

ないよう指示した。 
 試験車両の主要諸元を表 1 に示す。試験車両は、小

型二輪自動車、軽二輪自動車、原動機付自転車（第二

種）を各 1 台ずつ選出した。 
 計測項目は、車速、エンジン回転数およびアクセル

開度とし、サンプリング周期 240Hz にて収録した。

得られたデータは、平均を行い 0.5 秒間隔のデータと

した。また、加速度は速度の微分から求めた。 
 

表 1 試験車両諸元表 

４．２．結果 
表 2 に、今回の測定における加速度の累積頻度分布

95%値（以下、α95）を示す。結果は、車両毎にデー

タをとりまとめ、R41 改正案でのαurbanについての回

帰式作成時のプロセスに従い、走行速度が R41 改正

案の試験速度の±5km/h であり、なおかつ加速状態に

ある（加速度＞0）場合のデータのみ抜き出し解析を

行った。国内の交通状況と R41 改正案での評価点を

比較する際、α95とαurbanが近い値であることが重要

となるが、今回の結果において、α95とαurbanの差は

10%未満と比較的近い値となっていることがわかる。 
A 車について、図 6 に、エンジン回転数を最高出力

のエンジン回転数にて正規化した正規化エンジン回

転数とアクセル開度の使用頻度分布をコンターマッ

プにて示す。なお、結果は、上記のα95導出時と同じ

条件にてデータを抜き出したものである。また図中に

は、矢印にて、テストコースにて測定を行った、

TRIAS30およびR41改正案における騒音測定区間の

入口から出口までの車両状態の変化をあわせて示し

ている。この結果から、市街地走行では、頻度の高い

アクセル開度は 15%程度であり、最高でも 40%程で

あることがわかる。一方、TRIAS30 では、アクセル

開度 100%の時の騒音の評価を行うことが確認出来

る。図中に R41 改正案での評価点を示すことは難し

いものの、定常走行と加速走行との中間域の評価を行

うため、TRIAS30 に比べ、市街地走行により近い状

態で評価できる。なおここでは、A 車の結果を示した

が、B、C 車についても、アクセル開度 100%を記録

した車両はなく、20％前後の頻度が最も高かった。 
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図 5 R41 改正案における最終値導出方法 
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基準（0m）としマイク通過前をマイナスとして表示

した、車両先端位置と走行速度及び加速度を示した実

測結果である。ここでは、TRIAS30 と同様に、全開

加速走行騒音の評価を行う ECE の現行試験法に則

り、定常走行からアクセルを全開にしている。通常、

アクセルを全開にすると、全開の直後から、加速度は

右肩上がりに一定値まで上昇する。しかしこの結果で

は、－10m 地点でアクセルを全開にしたにもかかわ

らず、加速度が上昇し始めるのは、マイク前を 5m ほ

ど通過した辺りからである。このように、アクセル操

作に対して車両の加速が遅れる場合、車両本来の加速

走行騒音を評価することはできない。 
自動車騒音は複合的で、エンジン、吸排気系、タイ

ヤ等の音源から構成されており、それぞれの音源から

排出される騒音は運転状況に大きく依存する。また、

上記のような状況も加味すると、加速走行騒音の試験

法は、市街地で発揮している真の走行実態を評価する

ことが可能な試験法であることが望まれる。 

３．R41改正案の概要 

WP29 では、新たな二輪車の試験法について、本年

の 6 月に採択されている。この試験法では、通常の市

街地走行において発生しうる最大の加速走行騒音を

評価することをコンセプトとし、市街地を走行した際

の加速度の累積頻度分布 95%値における騒音レベル

の評価を行うこととしている。加速性能は、車両によ

って異なるため、それぞれの車両の PMR（パワーマ

スレシオ：車両の最高出力と重量の比〔kW/h〕）に応

じて、市街地走行相当の加速度（αurban）を定義して

いる。図 4 に PMR とαurbanの関係式を示す。この回

帰式は、膨大な二輪車の市街地走行調査の結果から作

成されたものである。この元となったデータには、日

本国内における調査結果も含まれるが、あくまでも

種々の車両における様々な地域での測定結果の一部

であるため、この回帰式が現在の国内の交通状況を現

したものであるか、検討の余地があると考えられる。 
R41 改正案では、αurbanでの加速走行状態における

騒音レベルの評価を行うが、テストコースにおいて、

騒音測定区間を狙った加速度で走行することは困難

であり、世界中で使われる試験法としては、簡便な方

法が望まれる。そこで、R41 改正案では、図 5 のよう

に、定常走行試験の結果と加速走行試験の結果から市

街地走行状態の騒音レベル（Lurban）を計算により求

め、Lurbanに対して規制を行う。 
R41 改正案では、図 3 に示したような、アクセル操

作に対して加速が遅れる車両への対策も講じている。

TRIAS30 や現行の R41 試験法では、車両の変速機の

仕様に応じて試験時のギヤ位置を定めているが、R41
改正案においては、全開加速走行を行った際に、PMR
に応じて設定された加速度を満足するようなギヤ位

置を選択させる方法をとっている。 

図 4 R41 改正案における市街地加速度の回帰式 
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４．市街地走行実態調査 
４．１．概要 
 我が国においても、市街地走行実態を反映した試験

法の策定を目指しているため、実際に市街地を走行

し、そのときの走行状態を調査した。また、R41 改正

案の国内導入も視野に入れ、得られた結果と R41 改

正案で示される走行実態との比較を行った。走行区間

は、国内の道路状況を代表する道路として、国土交通

省の全国道路・街路交通情勢調査を参考に、平日の混

雑時旅行速度が全国平均とほぼ同等となる主要幹線

道路であることを条件とし、国道 20 号（本宿交番前

交差点～上高井戸一丁目交差点：15.2km）と国道 16
号（八幡町交差点～岩蔵街道交差点：15.3km）を選

定した。なお、いずれの走行路も、騒音に係る環境基

準を超過する地点を沿線に含む区間となっている。調

査は、平日の昼間に時間帯を変えて複数回行なった。

走行方法としては、ドライバーに対し、一般の交通流

に乗った走行をし、過度な追い越しや急発進等は行わ

ないよう指示した。 
 試験車両の主要諸元を表 1 に示す。試験車両は、小

型二輪自動車、軽二輪自動車、原動機付自転車（第二

種）を各 1 台ずつ選出した。 
 計測項目は、車速、エンジン回転数およびアクセル

開度とし、サンプリング周期 240Hz にて収録した。

得られたデータは、平均を行い 0.5 秒間隔のデータと

した。また、加速度は速度の微分から求めた。 
 

表 1 試験車両諸元表 

４．２．結果 
表 2 に、今回の測定における加速度の累積頻度分布

95%値（以下、α95）を示す。結果は、車両毎にデー

タをとりまとめ、R41 改正案でのαurbanについての回

帰式作成時のプロセスに従い、走行速度が R41 改正

案の試験速度の±5km/h であり、なおかつ加速状態に

ある（加速度＞0）場合のデータのみ抜き出し解析を

行った。国内の交通状況と R41 改正案での評価点を

比較する際、α95とαurbanが近い値であることが重要

となるが、今回の結果において、α95とαurbanの差は

10%未満と比較的近い値となっていることがわかる。 
A 車について、図 6 に、エンジン回転数を最高出力

のエンジン回転数にて正規化した正規化エンジン回

転数とアクセル開度の使用頻度分布をコンターマッ

プにて示す。なお、結果は、上記のα95導出時と同じ

条件にてデータを抜き出したものである。また図中に

は、矢印にて、テストコースにて測定を行った、

TRIAS30およびR41改正案における騒音測定区間の

入口から出口までの車両状態の変化をあわせて示し

ている。この結果から、市街地走行では、頻度の高い

アクセル開度は 15%程度であり、最高でも 40%程で

あることがわかる。一方、TRIAS30 では、アクセル

開度 100%の時の騒音の評価を行うことが確認出来

る。図中に R41 改正案での評価点を示すことは難し

いものの、定常走行と加速走行との中間域の評価を行

うため、TRIAS30 に比べ、市街地走行により近い状

態で評価できる。なおここでは、A 車の結果を示した

が、B、C 車についても、アクセル開度 100%を記録

した車両はなく、20％前後の頻度が最も高かった。 
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図 5 R41 改正案における最終値導出方法 
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５．テストコース試験 
５．１．概要 
 R41 改正案では、図 5 に示したように、定常走行騒

音および加速走行騒音の測定結果とPMRにより決定

されるαurbanより、騒音レベル Lurbanを計算にて求め

ることとしている。ここでは、この導出方法について

妥当性の検証を行う。A～C 車について、走行試験に

用いた車両と同一の車両を使用し、アクセル開度を変

化させ様々な加速度における騒音レベルの測定を行

った。なお、アクセル開度は、騒音測定区間内におい

て一定に保つようドライバーに指示した。また、騒音

測定区間の中央の速度が R41 改正案での試験速度に

なるよう、定常走行区間の速度を調整しながら試験を

行った。なお、試験に使用したギヤ位置は、R41 改正

案にて各車両が使用するギヤ位置を選択した。これら

の測定の結果から得られた加速度と騒音レベルの関

係より、車両ごとに回帰式を作成し、前節の市街地走

行におけるα95に対する騒音レベルを推定した。 
５．２．結果 
 図 7～9 に A～C 車それぞれの測定結果を示す。ま

た、表 3 には、α95における騒音レベルを推定し、R41
改正案の最終値と比較した結果を示す。今回得られた

結果では、いずれの車両も、加速度と騒音レベルの関

係は、ギヤ位置によって多少の騒音レベルのばらつき

はあるものの、ほぼ線形関係にあることが確認でき

る。また、R41 改正案の最終値と市街地加速度相当の

騒音レベル推定値の差は、いずれの車両においても

1dB 以内に収まり良好な一致を見せていることがわ

かる。従って、今回用いた車両については、R41 改正

案によって、市街地走行での累積頻度 95%値における

騒音レベルを適切に評価できると考えられ、試験法規

制値の引き下げ幅に応じた沿道騒音低減効果が得ら

れるものと予測される。 

６．おわりに 
WP29 において改訂された二輪車の加速走行騒音

試験法の国内導入も視野に入れ、加速走行騒音規制の

見直しについて検討した。その結果、今回用いた車両

では、R41 改正案は、我が国の道路状況に則した試験

法であることが確認された。そのため、R41 改正案に

て適切な規制値を設けることにより、沿道騒音の改善

をさらに効果的に実施できると予測される。また、当

所の調査結果をうけ、中央環境審議会騒音振動部会の

自動車単体騒音専門委員会では、R41 改正案の国内導

入を年度内に取りまとめることが予定されている。 
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 図 7 加速度－騒音レベル関係図（A 車） 
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 図 8 加速度－騒音レベル関係図（B 車） 
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図 9 加速度－騒音レベル関係図（C 車） 
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  表 3 α95相当の騒音レベル推定結果 
試験車両 α95相当の騒音レベル推定値　（dB） R41改正案　最終値　（dB）

A車 74.5 75.0
B車 75.6 76.0
C車 69.8 69.2

 

 

 
 

交通システム研究領域における研究の概要と方向性 
 
 
 

交通システム研究領域  ※廣瀬 道雄 
 
 
 

１．まえがき 
 交通安全環境研究所では、日々の生活や経済活動に

欠かせない自動車や鉄道等の交通機関について、国の

施策に直結した試験研究業務を通じて、安全で環境に

優しい交通社会の構築に貢献するための取組みを進

めている。 
 その中で交通システム研究領域では、交通社会の安

全性向上および地球温暖化防止に貢献することを目

的として、安全性の高い公共交通システムの構築およ

び公共交通システムの利用促進の観点から研究に取

組んでいる。本稿では、交通システム研究領域が実施

している研究の概要について報告する。 
 

２．交通システム研究領域の研究 
２．１ 重点化研究 
 交通システム研究領域では、重点的に取組むべきテ

ーマとして、(1)モーダルシフト促進に関する研究、(2)
交通システムの安全性向上、利便性向上に関する研

究、(3)地方鉄道の維持・活性化に関する研究を挙げ、

実施している。また、これら重点テーマの他に、索道

関係、国際規格関係について継続的に取組みを行なっ

ている。索道に関しては、索道の試験を行える唯一の

機関として、索道の事故等のデータベース化を始めと

して、索道の安全に資する研究を実施している。 
(1) モーダルシフト促進に関する研究 
 モーダルシフト促進に関する研究は、LRT 等の軌

道系交通システムや、電動バスによるバイモーダルシ

ステムなどの交通システム、およびそれを補完する輸

送機関について評価を行なうとともに、公共交通シス

テムの普及促進に関する研究を実施している。 
 LRT は、一般的な鉄道車両に比べ軽量で省エネル

ギー性が高く、また乗降における上下移動や段差が少

ないため、高齢化社会が進展する中で利用しやすい交

通システムであるといえる。また、トランジットモー

ルなどまちづくりとの高い親和性を有する優れた特

徴を備えている。 
 LRT に関する具体的な取組みとしては、LRT 導入

における影響評価を実施することにより導入効果を

定量化するための研究を行なっている。また、LRT
国際ワークショップ（図１）や LRT 普及促進懇話会

などの開催を通じて関係者間の情報交換を行なうと

ともに、地方自治体や広く一般社会への理解促進・啓

発を図っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ LRT 国際ワークショップ（2010 年 11 月・沖縄） 
 
(2) 安全性向上、利便性向上に関する研究 
 交通システムの安全性向上、利便性向上に関する研

究については、常時監視・モニタリング技術、シミュ

レーション技術に関する研究を実施している。 
 鉄道施設、車両の保守管理に関してはメンテナンス

コストの低減が課題となっているが、一方、近年増加

傾向が見られる輸送障害に対する防止対策も重要な

課題の一つであり、検査手法や保守手法に関する研究

が求められている。そこで、低コスト化、高性能化が

進んでいるセンサ類を活用した軌道・車両境界に係わ

る状態監視技術として、脱線係数の常時モニタリング

装置の開発およびそこから得られる常時観測データ

−−20−− −−21−−


